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菌類きのこ遺伝資源譲渡同意書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（所属機関XXXXX）（以下「譲渡者」という。）は，鳥取大学農学部附属菌類きのこ遺伝資源研究センター（以下「センター」という。）は次の事項に同意する。

１. 本同意書は，譲渡者がセンターに菌株（以下「譲渡菌株」）を譲渡するにあたっての相互合意事項を定めるものである。
２．譲渡者は，菌株を無償でセンターに譲渡し，センターが譲渡菌株に対応するTUFC番号を記載した「譲渡菌株受入れ通知書」を送付した時点で，譲渡菌株及びそれをセンターで増殖した培養物や派生物（以下「譲渡菌株等」という。）の所有権を含む一切の権利がセンターに移転することを承諾する。
３．譲渡者は，譲渡時点において，譲渡菌株の所有権，その他正当な権限を有していることを保証するとともに，譲渡菌株の由来，性状，取扱い上の規制等の正確な情報をTUFC菌株譲渡シートに記載してセンターに提出する。
４．譲渡者は，譲渡時点において，センターが本同意書に従い譲渡菌株等を培養，増幅その他一切の方法により利用する行為が第三者の有する一切の権利を侵害しないことを保証する。
５．譲渡者は，センターが譲渡菌株を増殖，増幅させ，品質を確認した後に，菌株情報とともに一般に公開し，有償又は無償で第三者に分譲することができることを承諾するとともに，分譲等で得られた対価はセンターの収入とすることに同意する。
６．譲渡者は，センターが前条に規定する譲渡菌株等に関する一切の権利または一部を第三者にも許可できることを承諾する。
７．譲渡者は，センターが第2条に規定する譲渡菌株等に関する一切の権利を第三者に譲渡することができることを承諾する。
８．譲渡者は，センターへの菌株の譲渡に関して，国内法，国際条約，ガイドライン等（以下「関係法令等」という。）を遵守し，該当する関係法令等の内容をセンターに知らせるとともに，当該関係法令等に従ってTUFC菌株の譲渡手続を行う。
９．センターに法令，諸規則，条例等に基づく開示請求があった場合，もしくは報告義務が生じた場合又はその他センターが必要と判断する理由がある場合は，センターが本同意書及びTUFC菌株譲渡シートについて複製や改変をしたり，第三者に開示したりすることができることを譲渡者は承諾する。
１０．センター及びセンターから分譲を受けた第三者は，その譲渡菌株等に係る独自の発明等に基づく知的財産権に関する出願を譲渡者の承諾なく自由にできることを承諾する。
１１．譲渡者は，センターが寄託菌株の適切な維持管理に努めたにもかかわらず，寄託菌株が死滅又は変質した場合，あるいは自然災害その他の不可抗力による滅失・散逸において，センターに対しその責任を一切追及しないこととする。
１２．譲渡者は，センターが，譲渡菌株の維持管理の過程で，譲渡菌株が汚染，変質等によって遺伝資源としての価値を失ったと判断された場合又はその譲渡菌株を保有することが関係法令等に違反することが判明した場合には，当該譲渡菌株等について，譲渡者に通知することなく，廃棄その他の処分をすることができることを承諾する。
１３．譲渡者は，センターにおける菌株維持に関する方針が変更した場合等，センターで譲渡菌株等を扱うことが不適当と判断した場合は，当該譲渡菌株等について，譲渡者に通知することなく，廃棄その他の処分をすることができることを承諾する。
１４.本同意書に基づく相互合意事項は，センターが「分譲菌株受け入れ通知書」が発行した時点あるいは，センターが譲渡者に通知を試みたにも関わらず，半年以上にわたって寄託者と連絡が取れない場合に終了する。
１５．譲渡者は，前条による契約終了日（分譲菌株受け入れ通知書の発行日）以降，速やかに自身の保有する譲渡菌株等を廃棄し，以降保有しないこととする。
１６．譲渡菌株の分譲を譲渡者がセンターに依頼した場合で且つ，センターが分譲株を維持している場合は，分譲者の希望により，センターは無償で分譲を行うものとするが，その分譲は1標品に限るものとし，「分譲菌株受け入れ通知書」が発行された年度を含めた2年度に限る。
１７．譲渡者はセンターに譲渡菌株の返還を請求できないことを承諾する。
１８． 譲渡者が連絡先を変更しセンターにその変更を伝えなかったことに起因して生じた譲渡者の損害について，センターは一切その責を負わないものとする。
１９．第２条，５，６，７，９，１０，１２，１３，１７の規定は，本契約終了後もその効力を有するものとする。
２０．譲渡者は，本同意書に定めのない事項及び本同意書の解釈や履行について疑義が生じた場合は，センターと誠実に協議し，円満に解決を図る。
２１．本同意書は，日本法に準拠する。
２２．譲渡者は，本同意書に関する一切の紛争事項につき東京地方裁判所の専属的管轄に服することに合意する。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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